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本町の下水道事業は、印旛沼流域下
水道に接続する流域関連公共下水道と
して発足し、昭和49年度から供用開始
しています。

令和6年度末時点では事業区域を約
615haまで拡大し、現在も事業継続中
です。

１.酒々井町における下水道事業の概要

【汚水】約99km
【雨水】約26km
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本町のポンプ場等施設は、汚水中継ポン
プ場が3箇所、マンホールポンプ場が19箇
所（汚水16箇所＋雨水3箇所）あります。 

なお、流域関連公共下水道のため、終末
処理場はありません。

１.酒々井町における下水道事業の概要

分流式汚水中継ポンプ場

名称
東酒々井第一
中継ポンプ場

東酒々井第二
中継ポンプ場

馬橋第３ポンプ場

位置 東酒々井5丁目5-181 東酒々井4丁目4-238 馬橋238
下水排除方式 分流式 分流式 分流式

既設能力(㎥/s) 0.01667 0.04233 0.00833
供用開始年月 昭和53年4月 昭和53年4月 平成15年4月

マンホールポンプ場（2次製品及び現場打ち）

名称 上岩橋65-1 本佐倉551 本佐倉327 本佐倉116-2

位置 中川MP 本佐倉第1MP 本佐倉第2MP 本佐倉第3MP
下水排除方式 分流式 分流式 分流式 分流式

既設能力(㎥/s) 0.00267 0.00267 0.0067 0.00267
供用開始年月 平成9年4月 平成9年4月 平成5年4月 平成24年4月

名称 本佐倉第4MP 本佐倉第5MP 本佐倉第6MP 下岩橋第1MP

位置 本佐倉409 酒々井263 本佐倉775 下岩橋265-3
下水排除方式 分流式 分流式 分流式 分流式

既設能力(㎥/s) 0.0019 0.00267 0.00267 0.005
供用開始年月 平成25年4月 平成31年4月 令和2年4月 平成13年4月

名称 下岩橋第2MP 下台第1MP 下台第2MP 酒々井第1MP

位置 下岩橋240-4 下台11-1 下台197-2 下台46
下水排除方式 分流式 分流式 分流式 分流式

既設能力(㎥/s) 0.0033 0.006 0.00267 0.00267
供用開始年月 平成14年4月 平成17年4月 平成5年4月 平成21年4月

名称 ふじき野MP 墨MP 馬橋第1MP 馬橋第2MP

位置 ふじき野1-4-1 墨1379 馬橋572 馬橋542-18
下水排除方式 分流式 分流式 分流式 分流式

既設能力(㎥/s) 0.033 0.005 0.00467 0.00467
供用開始年月 平成7年4月 平成14年4月 平成24年4月 平成28年4月

名称 トケ崎雨水P トケ崎第2雨水P 中川雨水P

位置 上岩橋31-9 上岩橋54 中川258
下水排除方式 分流式 分流式 分流式

既設能力(㎥/s) 0.083 0.08 0.1
供用開始年月 平成14年4月 平成19年4月 平成22年4月 3



ヒト 職員の減少・技術継承
下水道職員は過去5年間において4人体制（技術職員3名、事務職員1名）

となっており、全国の類似自治体※の平均約14.4人（令和4年度下水道統
計）と比べると職員は少ない状況です。今後は改築・更新需要が増大する
と想定されるため、職員数の確保や技術継承がより一層重要となります。

２.酒々井町における下水道事業と課題

出典：「令和4年度下水道統計 公益社団法人 日本下水道協会」より

類似自治体における執行体制の全体職員数を引用
4

全国の類似自治体
の平均約14.4人

※「令和5年度下水道事業経営指標・下水道使用料の概要 総務省」による類型区分【公共下水道「Cc1」】の自治体
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２.酒々井町における下水道事業と課題

モノ
令和6年度末時点では汚水・雨水共に、経過年数が50年以上の管渠が10％

ほどですが、今後10年以内に50年以上経過する管渠は50％以上となり、老
朽化が進行した管路が急増します。

老朽化施設の急増（管路）

※令和6年度末時
点の整備延長：汚
水約99㎞、雨水約
26㎞

全国の50年以上経過管は
R5年度末時点で約4万km

（総延長の約7％）
10年後(R15年度末時点)で約10万km

（総延長の約20％）
⇒全国に対して劣化が進んでいる。
※国土交通省HPより



主ポンプ設備は定期的に改築を実施していますが、その他設備について
は改築が未実施となります。特に汚水中継ポンプ場においては、令和6年度
末時点で目標耐用年数を超過した設備が約73％となります。

今後は、全てのポンプ場等施設で耐用年数を超過した資産が増加するた
め、計画的な改築が求められております。

モノ 老朽化施設の急増（施設）

２.酒々井町における下水道事業と課題
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73%

27%

汚水中継ポンプ場

目標耐用年数超過設備 目標耐用年数未満設備

32%

68%

マンホールポンプ場（汚水）

目標耐用年数超過設備 目標耐用年数未満設備

22%

78%

マンホールポンプ場（雨水）

目標耐用年数超過設備 目標耐用年数未満設備

【参考】全ポンプ場等の設備点数に対する目標耐用年数超過の割合

設備点数 割合 設備点数 割合
機械 19 36.5% 33 63.5%
電気 25 40.3% 37 59.7%
土木 2 25.0% 6 75.0%
建築 10 83.3% 2 16.7%
建築機械 2 100.0% 0 0.0%
建築電気 4 100.0% 0 0.0%

目標耐用年数超過設備 目標耐用年数未満設備
工種



カネ 使用料収入の不足
令和7年度の下水道使用料金の改定により使用料収入は増加しますが、令和7
年度以降も使用料金改定を実施しないと、昨今の人口減少や節水型社会の推
進に加え、改築需要増等により事業費に対して使用料収入が不足します。

２.酒々井町における下水道事業と課題
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※令和7年度は下水道使用料金改定を実施済みであるが、使用料収入は現時点で未定であるため予測値を
掲載している。なお、令和12年度以降も適宜下水道使用料金の改定を実施予定。

出典：「酒々井町下水道経営戦略（令和6年3月）」より



カネ 更新需要の増大
今後、物価や労務単価等の上昇が見込まれ、管路施設の改築需要増大に伴
う投資の増加が見込まれます。

２.酒々井町における下水道事業と課題
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※1：本町の管路施設ストックマネジメント計画より、最適改築シナリオ案から
 試算される年度別改築事業費を引用

※2：2020～2024の実績の平均値を記載



まとめ 酒々井町の課題と今後の対応方針

２.酒々井町における下水道事業と課題

観点 現状分析・課題 今後の対応方針

ヒト

・同自治体と比べ職員数が少ない
・熟練職員が5年以内退職予定
⇒今後増大する更新需要に対応可能な

一定の下水道職員の確保や技術継承
が困難 

将来の計画的な事業執行に備えて、官民が相 
補的な関係において、確実な事業運営を実施

モノ

・老朽化管路・施設の増加
・計画的な施設改築の実施
⇒網羅的な改築事業の実施は様々な観

点から困難であるため、維持管理を
重点に置いた更新計画が必要

維持管理を起点とした改築更新計画に則り、適
切に更新を実施
新設・改築計画と整合を図った維持管理の実施

カネ

・行政人口の減少に伴う使用料収入減
・更新需要の増大に伴う投資額増
⇒使用料収入の減少や価格高騰による

事業費の増大により、安定的な下
水道事業運営が困難

適正な事業財政計画に則り、民間事業委託を
活用することで業務を効率化

下水道事業の課題
【ヒト・モノ・カネ】

官民連携事業
（PPP/PFI）を推進
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３.ウォーターPPPを導入する必要性について

国は下水道事業が抱える課題（ヒト・モノ・カネ）を解決するための手法の一つ
として民間の創意工夫を活かし、 事業の効率化を向上させることができる官民連
携事業（PPP/PFI）の推進を提示しています。また、地方公共団体において、そ
れぞれの経営課題や地域の実情をしっかり分析し、様々な解決策と共に PPP/PFI 
についても検討し、官と民の最適な関係を模索したうえで、PPP/PFI が有効と判
断したうえで導入することが重要としています。

出典：「下水道事業におけるPPP/PFI手法選択のためのガイドライン（令和5年3月）」
10



３.ウォーターPPPを導入する必要性について

国は令和5年度の「PPP/PFI推進アクションプラン」において、下水道事業の官民連
携のレベルアップとして新たに「ウォーターPPP」を位置付けました。ウォーター
PPPは、コンセッション方式（レベル４）と管理・更新一体マネジメント方式（レ
ベル3.5）の総称となります。

出典：「下水道事業におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版（令和7年4月）」

ウォーターPPPとして新たに位置付け

現況
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３.ウォーターPPPを導入する必要性について

管理・更新一体マネジメント方式（レベル3.5）は、レベル４に準ずる効果が期待
できる官民連携方式として、段階的に移行するための方式です。また、レベル3.5
は、下記に示す４要件を満たす必要があります。

出典：「下水道事業におけるウォーターPPPガイドライン第1.2版（令和6年11月）」

４要件
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３.ウォーターPPPを導入する必要性について

管理・更新一体マネジメント方式（レベル3.5）の検討を進める際には、少なくと
も一つの処理区を選択（管理者の任意）し、管路施設・ポンプ場等のすべての施
設※を対象とする必要があります。
※対象施設を限定する場合は客観的情報に基づいた説明が必要
客観的な情報例：導入可能性調査（FS）やマーケットサウンディング（MS）の結果や経過、外部有識者

による意見、VFMの結果等

出典：「下水道事業におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版（令和7年4月）」
13



３.ウォーターPPPを導入する必要性について

国は令和９年度以降の汚水管の改築に係る国費支援に関して、WPPP導入が決定済
みであることを要件化（緊急輸送道路下等の耐震化は除く）しております。した
がって、ウォーターPPPを導入しない場合、適切な国費支援を受けられず、本町の
負担が増加することから、早期の官民連携事業の導入検討が必要となります。
※レベル3.5の場合、当該事業に関する入札・公募を令和8年度までに開始することで要件化を充足

出典：「下水道事業におけるウォーターPPPガイドライン第1.2版（令和6年11月）」
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３.ウォーターPPPを導入する必要性について

国費支援は汚水管の改築に係るものであり、「社会資本整備総合交付金」、「防
災・安全交付金」、個別補助金等が該当します。よって、改築そのものだけでな
く、ストックマネジメント計画や総合地震対策計画の策定や調査・診断費用も対
象となります。本町においても、今後汚水管の老朽化が進行するため、計画的な
改築を実施する必要があるため、国費支援が必須となります。

出典：「下水道事業におけるウォーターPPPガイドライン第1.2版（令和6年11月）」
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３.ウォーターPPPを導入する必要性について

ウォーターPPPの受託者としては、単独の民間事業者等、JV、SPC等の新会社の設
立が考えられます。
JV（共同企業体）とは、複数の事業者が共同で事業を実施することに合意して
結合した事業組織体のことを指します。
SPCとは、事業を行うために設立された事業会社のことを指します。

16出典：「下水道事業におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版（令和7年4月）」



【経営改善】
・維持管理・更新の一括発注
・民間創意工夫による費用軽減

まとめ 酒々井町が期待するウォーターPPP導入効果

３.ウォーターPPPを導入する必要性について
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【体制補完・技術継承】
・職員負担の軽減
・民間による技術力の補完

ヒト

【施設の老朽化対策】
・性能発注による創意工夫
・民間のノウハウの活用

モノ カネ

官民連携により、町の体制補完と技術継承とを両立する他、維持管理情
報を活用した効率的な改築及び事業運営を期待しております。

酒々井町 民間事業者等

連携



４.酒々井町の導入検討方針（案）

本町では、下水道事業における課題への対応として、管理・更新一体マネジメン
ト方式（レベル3.5）を導入する方針です。

本町が目指す官民連携事業
出典：内閣府「ウォーターPPPの概要（令和5年6月）」 18



４.酒々井町の導入検討方針（案）

本町では、ウォーターPPPの検討を進めるにあたっては、町内全域（印旛処理区）
を対象とする方針です。また、管路施設とポンプ場等の施設の全ての施設を対象
とする方向で検討中です。

対象
区域 町内全域

出典：「下水道事業におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版（令和7年4月）」

対象
施設

管路施設 ＋ ポンプ場施設
（MP場含む）

19

アンケートにて対象
施設の設定について
質問を掲載しており
ますので、ご回答を
お願いいたします。



４.酒々井町の導入検討方針（案）

管理・更新一体マネジメント（レベル3.5）の4要件の対応について、契約期間は、
「原則10年」とあることから、10年とする方針とします。

契約
期間 10年間

出典：「下水道事業におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版（令和7年4月）」
20



４.酒々井町の導入検討方針（案）

管理・更新一体マネジメント（レベル3.5）の4要件の対応について、性能発注は
原則実施とあるため、管路施設は可能な範囲での性能発注、ポンプ場等の施設は
性能発注とする方向で検討中です。

発注
方式 性能発注を原則とする

21

仕様発注（従来型） 性能発注

発注者が詳細に使用を想定し、受注者
は想定された仕様に忠実に業務を実施
する方式

発注者が必要な性能指標を示し、受注者
はそれを達成するために業務を実施する
方式（詳細は受注者側で決定できる）

出典：「下水道事業におけるウォーターPPPガイドライン第1.2版（令和6年11月）」



４.酒々井町の導入検討方針（案）

管理・更新一体マネジメント（レベル3.5）の4要件の対応について、更新実施型、
更新支援型は任意に設定が可能であることから、維持管理と更新を一体的に実施
する「更新実施型」とする方向で検討中です。

更新実施型
PPP/

PFI手法

出典：「下水道事業におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版（令和7年4月）」
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４.酒々井町の導入検討方針（案）

管理・更新一体マネジメント（レベル3.5）の4要件の対応について、プロフィッ
トシェアは先行的な事例が少ないことから、国のガイドラインや他都市事例を踏
まえつつ、マーケットサウンディングによる民間事業者からの意見を参考にして
導入する方針とします。

仕組みを導入 する予定

※今後策定される国のガイドライン等を踏まえて比率や内容を検討

ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ
ｼｪｱ

出典：「下水道事業におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版（令和7年4月）」
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４.酒々井町の導入検討方針（案）

現時点での導入予定事業概要

官民連携方式
管理・更新一体マネジメント方式（レベル3.5）
（更新実施型）

対象期間 10年間（令和10年度～令和19年度）

対象事業 公共下水道事業

対象区域 全ての区域

対象施設
管路施設、汚水中継ポンプ施設、マンホールポ
ンプ施設

対象業務 施設の維持管理・更新、住民対応業務等の委託

プロフィットシェア 仕組みを導入する予定
24



４.酒々井町の導入検討方針（案）

事業 管理区分 施設名称 数量 摘要

公共下水道

管路施設
汚水管 約99km

計約125km
雨水管 約26km

ポンプ施設（汚水）
汚水中継ポンプ場 3箇所

マンホールポンプ 16箇所

ポンプ施設（雨水） マンホールポンプ 3箇所

【対象施設一覧】

25

現時点では、次の施設を検討対象としていますが、今後の検討の中で、具体的に
数量を決定します。



４.酒々井町の導入検討方針（案）

分類 工種 管路施設
ポンプ場

マンホールポンプ場

管理保全業務

計画的業務
点検 〇 〇
調査 〇 〇

運転管理業務
運転管理 - 〇

ユーティリティ調達 - 〇

住民対応等業務
※住民対応・事故
対応

現地確認 〇 ○
住民対応 〇 〇

清掃 〇 〇
修繕 〇 〇

用地管理（除草等） 〇 〇

改築業務
設計業務

調査 〇 〇
設計 〇 〇

改築工事 工事 〇 〇

計画策定
ストックマネジメ
ント関連

実施方針 〇 〇

実施
計画

点検・調査
計画

〇 〇

修繕・改築
計画

〇 〇

統括管理 統括管理 一元的管理 〇 〇

【対象業務一覧】

現時点では、次の業務を検討対象としていますが、今後の検討の中で、具体的な業務
内容を決定します。
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４.酒々井町の導入検討方針（案）

分類 対象業務 対象施設
想定数量※1

（10年計）
業務内容

管理保
全業務

計画的業務
点検

マンホール蓋 900基程度 マンホール蓋点検
汚水中継ポンプ場 延べ約600回 保守点検
マンホールポンプ 延べ約2000回 保守点検

調査

管渠 約21km TVカメラ調査
マンホール 約720箇所 目視調査

汚水中継ポンプ場 延べ30回 ポンプ引上点検等
マンホールポンプ 延べ190回 ポンプ引上点検等

運転管理業務 運転管理
汚水中継ポンプ場 延べ720回 機器運転操作
マンホールポンプ 延べ約2000回 機器運転操作

ユーティリティ
調達

汚水中継ポンプ場 延べ30回 消耗品交換、補充
マンホールポンプ 延べ190回 消耗品交換、補充

住民対応等業
務 清掃

管路施設 40件 管路内清掃
汚水中継ポンプ場 延べ720回 槽内清掃等
マンホールポンプ 延べ約2000回 槽内清掃等

修繕
管路施設 60件 陥没箇所改修等

汚水中継ポンプ場 10件 ポンプ等修繕
マンホールポンプ 20件 ポンプ等修繕

用地管理
（除草等）

管路施設 60件
調整池管理業務
排水路浚渫業務等

汚水中継ポンプ場 20回
中継ポンプ場剪定

・除草

【対象業務内容（管理保全業務）】
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※1：直近の実績及びストックマネジメント計画から見込まれる数量であり、今後若干変動する可能性があ
ります。



４.酒々井町の導入検討方針（案）

分類 対象業務 対象施設
想定数量
（10年計）

業務内容

改築
業務

設計業務
調査 管路施設

今後策定する
改築計画によ

る
測量調査・土質調査

設計
管路施設 今後策定する

改築計画によ
る

改築詳細設計
汚水中継ポンプ場
マンホールポンプ

改築工事

改築工事
管路施設 約18億円※1 改築工事

汚水中継ポンプ場
マンホールポンプ

検討中※2 改築工事

計画
策定

ストック
マネジメ
ント計画
策定

実施方針

管路施設
汚水中継ポンプ場
マンホールポンプ

一式

実施方針の見直し

実施
計画

点検・
調査
計画 実施計画（5ヵ年×2

期）の策定修繕・
改築
計画

【対象業務内容（改築業務・計画策定）】
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※1：ストックマネジメント計画から見込まれる数量であり、今後の改築計画の変更により変動する可能性
があります。
※2：ポンプ場関連はストックマネジメント計画策定中であり、現在試算中です。



４.酒々井町の導入検討方針（案）

分類 対象業務 対象施設
想定数量
（10年計）

業務内容

統括管理
総合窓口※

管路施設
汚水中継ポンプ場
マンホールポンプ

一式

各業務の一元的な窓口

各種届出
業務計画書、施工計画
書、道路使用許可等

技術管理

品質管理、出来形管理、
工程管理、審査・検査、
セルフモニタリング、
定例会議

教育・訓練
安全訓練、業務従事者
への指導

報告書作成
日報、週報、月報、年
間報告書、全体報告書

その他
業務総括、次期への提
案、業務の引継ぎ

【対象業務内容（統括管理）】
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※ここでいう総合窓口とは、住民対応用ではなく町と受託者間の連絡窓口を指す。



５.マーケットサウンディング（MS）について

対象施設や業務範囲の設定は、客観的な情報（マーケットサウンディング等）に
基づいて実施する必要があります。
本町においては、対象施設や業務範囲、４要件などに関するマーケットサウン
ディングを実施し、その結果を参考に事業スキームを決定とします。

出典：「下水道事業におけるウォーターPPPガイドライン第1.2版（令和6年11月）」
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５.マーケットサウンディング（MS）について

実施対象：下水道関連民間事業者

実施期間：令和7年12月1日～令和7年12月12日

設問内容：①WPPPに対する参入形態・参入意欲

②本町及び本町以外での業務実績

③WPPP導入の対象とする施設・業務について

④WPPPの認知度・4要件の考え方 等

回答方法：Excel形式の調査票をメールにより回答

回答先 ：gesui@town.shisui.chiba.jp（酒々井町上下水道課 工務班)

マーケットサウンディングの概要

マーケットサウンディングの実施スケジュール

日程 実施内容

令和7年12月1日 アンケートの掲載（町HP）

令和7年12月12日 アンケート提出期限

令和8年1月上旬予定 アンケート結果の公表 31



６.今後のスケジュールについて

今後のスケジュールについては、概ね以下に示すとおりとしていますが、変更する
場合があります。

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

導入可能性調査

契約手続き及び
公募の準備

契約手続の
実施・契約

ウォーターPPP
事業開始

今後のスケジュール（案）

◎

公募
事業者

選定

引継

期間

◎

導入
32

マーケットサウンディングの実施（12月）

個別対話（必要に応じて）



説明内容及びマーケットサウンディングについて、不明点・疑問点等ある場合は、

以下の担当までご連絡ください。

■お問い合わせ先■

〒285-8501千葉県印旛郡酒々井町尾上１９４－１

酒々井町役場 上下水道課 工務班

ＴＥＬ ：043-496-7725（代表）

  Ｅ-mail：gesui@town.shisui.chiba.jp
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参考：現状の発注状況
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直近5ヵ年の委託状況
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参考：現状の発注状況
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直近5ヵ年の請負工事発注状況
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